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新修總持寺史（五）

新
修
總
持
寺
史
（
五
）

納
冨
　
常
天

第
八
章
總
持
寺
寺
領

㈠
初
期
の
寺
領

總
持
寺
初
期
の
寺
領
に
つ
い
て
は
、
三
密
行
者
定
賢
権
律
師
が
元
亨
元
年
︵
一
三
二
一
︶
七
月
二
十
二
日
、
永
代
伽
藍
興
隆
の
た
め
瑩
山

禅
師
に
諸
岳
観
音
堂
︵
總
持
寺
の
前
身
︶
お
よ
び
寺
領
・
敷
地
を
寄
進
し
て
い
る
が
、
四
至
分
限
を
示
す
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
。︶

1
︵

し
か
し
諸

岡
寺
観
音
堂
の
寺
田
に
つ
い
て
は
、
弘
安
六
年
︵
一
二
八
三
︶
五
月
十
二
日
﹁
櫛
比
荘
二
个
村
諸
寺
仏
供
田
注
進
状
﹂
に
﹁
諸
岡
寺
観
音
堂

寺
田
三
反
三
﹂
と
あ
り
、
内
訳
と
し
て
﹁
御
仏
供
五　

仁
王
講
経
田
九　

御
花
米
田
一　

修
理
田
七　

燈
油
田
五　

修
正
田
六
﹂︶

2
︵

と
あ
る
。

ま
た
時
代
は
極
め
て
下
る
が
、
寛
政
八
年
︵
一
七
九
八
︶
三
月
﹁
宝︵

道
下
村
︶

泉
寺
堂
宇
修
補
勧
化
添
書
願
﹂
の
﹁
当
寺
由
来
之
事
﹂
に
、
定
賢
が
瑩

山
禅
師
に
譲
っ
た
寺
領
は
﹁
東
者

内
保
村
、
西
者

道
下
村
、
北
者

和
田
村
、
南
者

切
留
村
を
限
、
千
六
百
石
之
御
朱
印
地
﹂︶

3
︵

と
あ
り
、
千
六
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百
石
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
峨
山
禅
師
は
諸
岡
寺
定
賢
や
長
谷
部
氏
︵
長
氏
︶
を
は
じ
め
と
す
る
在
地
の
有
力
武
士
階
級
な
ど
か
ら
、
大
般
若
幷

五
部
大
乗
経
、

聖
天
供
な
ど
の
仏
事
、
あ
る
い
は
諸
願
成
就
、
子
孫
繁
昌
、
息
災
延
命
、
後
生
菩
提
、
月
忌
な
ど
の
た
め
、
多
く
の
寺
領
が
寄
進
さ
れ
、

ま
た
安
堵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
永
光
寺
山
内
大だ
い

雄お
う

庵あ
ん

︵
峨
山
禅
師
塔
頭
︶
に
対
す
る
田
地
寄
進
と
と
も
に
、
峨
山
禅
師
の
積
極
的
な
教

化
活
動
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

い
ま
現
存
す
る
寺
領
寄
進
状
︵
峨
山
禅
師
塔
頭
法
光
院
お
よ
び
永
光
寺
山
内
塔
頭
大
雄
庵
も
含
む
︶
の
件
名
・
年
月
、
段
別
お
よ
び
目
的
な
ど

を
掲
げ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
は
前
に
第
三
章
總
持
寺
発
展
の
基
礎
確
立
⑶
外
護
者
と
寺
領
の
発
展
で
も
触
れ
た
。

⑴
嘉
暦
二
年
︵
一
三
二
七
︶
十
一
月
十
六
日

櫛
比
床
預
所
鴨
某
田
地
寄
進
状

諸
岡
寺
大
般
若
経
幷

五
部
大
乗
経
供
料
田
一
段
二
︵
二
は
一
段
の
十
分
の
二
、
以
下
同
じ
︶

現
世
安
穏
・
後
生
菩
提

︶
4
︵

⑵
嘉
暦
四
年
︵
一
三
二
九
︶
二
月
十
三
日

定
賢
田
畠
施
入
状　

坪
数
不
明

目
的
不
明

︶
5
︵

⑶
元
弘
三
年
︵
一
三
三
三
︶
十
月
十
五
日

惣
持
寺
雑
掌
禅
勝
申
状
幷

能
登
国
外
題
安
堵
国
宣

︶
6
︵

⑷
元
弘
三
年
︵
一
三
三
三
︶
十
二
月　

日

領
家
某
田
地
寄
進
状
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諸
岡
寺
大
般
若
田
事
一
段

聖
朝
安
穏
・
天
長
地
久
、
本
家
・
領
家
御
願
成
就

︶
7
︵

⑸
建
武
元
年
︵
一
三
三
四
︶
十
一
月
二
十
日

地
頭
幸
蓮
田
地
寄
進
状

櫛
比
庄
内
二
个
村
聖
天
社
御
供
田
事
百
刈
︵
一
段
︶
天
長
地
久
・
御
願
円
満
、
太︵

後
醍
醐
︶

上
天
皇
御
願
皆
満
足
、
中
院
良︵

定
平
︶定

所
願
成
就
、
幸
蓮

子
孫
繁
昌
、
息
災
延
命
・
心
中
諸
願
成
就

︶
8
︵

⑹
建
武
二
年
︵
一
三
三
五
︶
三
月
十
日

地
頭
政
所
︵
幸
蓮
か
︶

聖
天
御
供
䉼
田
坪
付
事　

伍

新
寄
進
御
供
料
田
坪
付

︶
9
︵

⑺
建
武
四
年
︵
一
三
三
七
︶
正
月
十
四
日

能
登
守
護
吉
見
頼
隆
書
下

諸
岡
寺
領
已
下
事
︵
寺
領
安
堵
︶︶

10
︵

⑻
暦
応
四
年
︵
一
三
四
一
︶
閏
四
月
十
六
日

櫛
比
庄
領
家
中
院
某
田
地
寄
進
状

諸
岡
寺
寺
田
事　

六

御
祈
禱
之
忠
懃
︵
祈
禱
所
︶︶

11
︵

⑼
正
平
七
年
︵
一
三
五
二
︶
正
月
十
一
日

中
院
定
平
書
下
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櫛
比
御
厨
内
惣
持
寺
敷
地
安
堵

︶
12
︵

⑽
文
和
三
年
︵
一
三
五
四
︶
八
月
廿
五
日

地
頭
藤
原
よ
り
た
だ
田
地
寄
進
状
案

富
来
院
鮎
上
村
地
頭
職
内
田
地
事　

坪
数
不
明

後
生
菩
提

︶
13
︵

⑾
延
文
三
年
︵
一
三
五
八
︶
十
一
月
四
日

長
︵
長
谷
部
︶
信
氏
田
地
寄
進
状

櫛
比
庄
内
保
村
田
地
事　

一
段
四

信
氏
月
忌

︶
14
︵

⑿
康
安
元
年
︵
一
三
六
一
︶
十
二
月
廿
五
日

長
秀
連
田
地
避
文　
︵
法
光
院
︶

櫛
比
庄
内
保
村
堀
腰
宮
前
田　

百
刈

尼
こ
ゆ
ふ
菩
提

︶
15
︵

⒀
貞
治
四
年
︵
一
三
六
五
︶
三
月
八
日

尼
し
ゆ
一
田
地
寄
進
状　
︵
法
光
院
︶

高
畠
小こ

柴く
ぬ
き村

知
行
田　

一
段

後
生
菩
提

︶
16
︵

⒁
貞
治
四
年
︵
一
三
六
五
︶
五
月
十
五
日

尼
り
や
う
こ
寄
進
状　
︵
法
光
院
︶
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高
畠
小
柴
村
田
事　

百
刈

後
生
菩
提

︶
17
︵

な
お
峨
山
禅
師
示
寂
後
も
、
法
光
院
や
永
光
寺
山
内
の
大
雄
庵
に
対
す
る
田
地
寄
進
状
が
あ
る
か
ら
、
列
挙
す
る
。

①
応
安
元
年
︵
一
三
六
八
︶
四
月
廿
日

長
宗
悟
田
地
寄
進
状
案　
︵
坪
付
不
明
︶︶

18
︵

②
応
安
八
年
︵
一
三
七
五
︶
二
月
九
日

長
氏
信
田
地
寄
進
状　

伍
段

亡
父
道

︵
長
︶秀
・
祖
栄

︵
英
︶
・
養
母
明
意
比
丘
尼
菩
提
、
氏
信
後
世

︶
19
︵

③
永
和
元
年
︵
一
三
七
五
︶
七
月
廿
五
日

長
正
連
田
地
一
段
を
三
貫
五
百
文
で
法
光
院
に
売
却

︶
20
︵

④
永
和
元
年
︵
一
三
七
五
︶
七
月
廿
五
日

長
正
連
田
地
寄
進
状　

二
段

︶
21
︵

天
下
安
全
・
武
運
長
久
・
三
宝
帰
依
・
仏
道
純
熟
の
た
め

⑤
永
和
五
年
︵
一
三
七
九
︶
二
月
九
日

長
宗
悟
田
地
寄
進
状　

三
百
二
十
刈

︶
22
︵　

︵
鑓
河
山
年
貢
一
貫
百
五
十
文
︶

長
芝
叟
・
祖
英
・
空
照
・
宗
悟
の
位
牌
料
の
た
め

⑥
康
暦
二
年
︵
一
三
八
〇
︶
三
月
二
日

僧
宗
義
田
畠
寄
進
状　

三
百
四
十
刈
、
畠
、
屋
敷

︶
23
︵

宗
義
の
現
当
二
世
の
悉
地
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⑦
至
徳
三
年
︵
一
三
八
六
︶

正
法
年
譜
住
山
記　

二
百
苅

正
法
寺
三
代
道
叟
道
愛
月
忌
粥
料

︶
24
︵

ま
た
永
光
寺
内
塔
頭
大
雄
庵
に
対
す
る
田
地
寄
進

⑧
応
安
四
年
︵
一
三
七
一
︶
十
月
廿
六
日

尼
祖
一
田
地
寄
進
状
案　

四
段
弐

祖
一
こ
し
や
う
ほ
た
い

︶
25
︵

⑨
年
月
未
詳
永
光
寺
大
雄
庵
等
田
地
目
録

こ
の
目
録
の
尾
部
に
櫛
比
荘
浦
上
村
の
長
円
寺
分
と
、
總
持
寺
前
住
大
徹
宗
令
︵
一
三
三
三
︱
一
四
〇
八
︶
の
塔
頭
覚
皇
院
の
田
地
目

録
が
あ
る
。
な
お
後
掲
す
る
永
徳
二
年
︵
一
三
八
二
︶
十
月
、
通
幻
寂
霊
︵
一
三
二
二
︱
九
一
︶
の
﹁
惣
持
寺
新
寄
進
田
地
目
録
﹂
の
尾

に
あ
る
大
雄
庵
田
地
と
重
複
す
る
も
の
が
あ
る
。
い
ま
掲
げ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

永
光
寺
大
雄
庵
等
田
地
目
録

峨︵
韶
碩
︶山

和
尚
塔
頭
大︵

永
光
寺
内
︶

雄
︵
鹿
島
郡
︶庵

田
地

一
、
二
百
苅
在
所
吉︵

羽
咋
郡
湊
保
︶

崎
、
六
郎
作
、 

藤
原
家︵

三
階
カ
︶

用
寄
進

一
、
三
百
苅
在
所
石︵

同
群
同
所
︶

町
、
衛
門
次
郎
作
、 

沙
弥
了
性
寄
進

一
、
三
百
苅
在
所
石
町
、 

仝
前
、

一
、
百
苅　

在
所
湊
保
南
方
内
友
松
名
内

梅
町
、　　
　
　
　
　
　
　

 

須
賀
□

︹
庚
カ
︺次

郎
平
兼
隆
在
判
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一
、
四
百
三
十
苅
在
所
在
本
文
書
、 

比
丘
尼
性︵

三
階
池
崎
後
家
、無
蔵

韶
浄
韶
・
無
底
良
韶
母
︶

寄
進

一
、
二
百
二
十
苅
在
所
松︵

湊
保
︶

﨑
、
藤
三
郎
作
、 

同
前
、

一
、
二
百
苅
在
所
在
本
文
書
、 

仝
、

一
、
四
反　
在
所
在
本
文
書
、 

比
丘
尼
本
韶
寄
進

一
、
一
反　
在
所
在
本
文
書
、 

仝
前
、

長
円
寺
分

一
、
五
段　
在
所
浦︵

櫛
比
荘
内
︶

上
村
内
、 

沙
弥
芝︵

長
︶叟

寄
進

一
、
二
反　
在
所
瀬︵

同
荘
内
︶

上
前
塚
田
、 

同
前
、

一
、
五
十
苅
在
所
長︵

同
荘
内
︶

江
村
内
、 

二
郎
左
衛
門
入
道
玉
阿
在
判

惣
持
寺
前
住
大︵

宗
令
︶徹

和
尚
塔
頭
覚︵

惣
持
寺
内
︶

皇
院
田

一
、
五
段
五
在
所
荒︵

諸
岡
村
内
︶

志
、 

長
谷
沙
弥
義︵

長
秀
信
︶

印
在
判

処
々
寺
領
当
知
行
雖
無
相
違
候
、
所
仰
願
以
案
堵
御
書
為
末
代
之
亀
鏡
也
、︶

26
︵

㈡
中
世
に
お
け
る
寺
領
目
録

⑴
永
和
五
年
︵
一
三
七
五
︶
二
月
廿
八
日
惣
持
寺
領
小
野
谷
田
畠
目
録

﹁︵
端
裏
貼
紙
︶

永
徳
二
年
壬
戌
六
月
日

本
紙
年
月
ト
七

︵
マ
マ
︶年

相
違
致
候
ヘ
共
、
往
昔
ゟ
此
分
ニ
任
、
持
伝
候
義
ニ
御
座
候
、﹂
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…
…
…
︵
紙
継
目
︶

　

小︵
櫛
比
荘
諸
岳
村
︶

野
谷
田
畠
日
記

四
十
苅 

　
　

五
郎
四
郎
屋
敷
田
、 

作
人
三
郎
次
郎

弐
貫
百
五
十
文 

又
太
郎
屋
敷
壱
貫
五
百
文
、

弥
平
次
郎
作
四
百
五
十
文
、

弥
三
郎
屋
敷
二
百
文
、　

 

作
人
明
通

六
百
文 
次
郎
太
郎
作 

作
人
禅
観
浴
主

壱
貫
百
文 

平
野
田
、
此
外
、

二
十
荊︹

苅
、以
下
同
ジ
︺

御
恩
、

 

作
人
次
郎
三
郎

七
百
文 

大
地
四
郎
作 

作
人
六
郎

壱
貫
百
文 

六
十
苅
大
西
作
、
百
文
畠
、　　

二
百
又
六
屋
敷
、　　
　
　
　
　

一
処
十
束
荊
、
又
一
処
十
束
荊
、 

作
人
道
善

六
百
文 

四
十
荊
、

百
五
十
荊

五
束
荊
、

、 

作
人
新
仏

弐
百
文 

平
部
屋
敷 
作
人
尊
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
︵
紙
継
目
︶

百
文 

 

作
人
法
喜

七
百
文 

山
上
屋
敷
畠

三
百
文
心
仏
、
弐
百
文
六
郎
、
百
五
十
文
道
円
、

五
十
文
道
禅
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

二
十
文 

 

作
人
六
郎
三
郎

定
年
貢
分
七
貫
六

︵
二
︶百

七
十
文

四
百
九
十
文　

此
ハ
百
姪

︹
姓
︺五

人
中
ノ
御
恩
、
百
文
平
野
、　　
　
　
　
　
　
　

百
文
小
沢
畠
、
二〻
百
五
十
文
大
地
作
、
百
四
十
衛
門
次
郎
作
、
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已
上
、
都
合（
漆
）八

貫
四

︵
七
︶百

六
十
文

白
山
宮
田
畠　

三
十
荊
宮
腰
、
現
米
六
斗
、
作
人
孫
七
、　

二
百
五
十
富
岳
畠
・
富
岳
上
畠
孫
七
恩
給
、

二
十
荊
御
霊
声
、　　
　
　
　
　
　
　
　

高
尾
堂
田　
　

三
十
荊
、

五
束
荊
、

　
　
　

永
和
五
年
二
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

侍
者
記
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
花
押
︶

こ
れ
は
總
持
寺
寺
領
の
一
部
分
で
あ
る
能
登
国
櫛
比
荘
諸
岳
村
の
小
野
谷
︵
現
在
の
鬼
屋
地
区
附
近
︶
の
田
畠
目
録
︵
続
紙
の
楮
紙
二
紙
で
、

縦
二
九
・
五
㎝
、
橫
九
五
・
五
㎝
︶
で
、
十
一
件
か
ら
な
る
。
定
年
貢
と
そ
の
作
人
の
内
訳
が
記
さ
れ
て
い
る
。
花
押
の
記
主
は
不
明
で
あ
る

が
、
紙
続
目
毎
に
奥
の
花
押
と
同
形
の
裏
花
押
が
あ
る
。
ま
た
定
年
貢
や
都
合
の
累
計
が
誤
ま
っ
て
い
る
の
で
、
右
傍
に
括
弧
し
て
訂
正

し
た
。

⑵
永
徳
二
年
︵
一
三
八
二
︶
十
月
惣
持
寺
新
寄
進
田
地
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
︵
紙
継
目
︶

惣
持
寺
新
寄
進
田
地
目
録

二
百
苅
幷
山

田
在
所
、
大︵

櫛
比
荘
諸
岳
村
内
、以
下
同
シ
︶

坪
南
一
段
、
作
人
源
左
右
、
米
二
石
、

北
一
段
、
平
次
郎
、
米
弐
石
、
一
所
野
葉
山
、　　

一
所
蜂
尻
百
文
、
一
所
虫
食
百
文
、　　
　
　
　
　

櫛︵
長
正
連
︶

比
将
監
殿
、
信
悟
幷
恵
一
入
牌
料
足
、　　
　
　

仏
性

︹
餉
︺田

二
段　

在
所
鳥︵

諸
岳
村
内
︶

越
、
山
部
作
五
田
、
作
人
弥
次
郎
、
米
壱
石
、
七
田
、
作
人
心
仏
、

米
壱
石
、
銭
二
百
文
、
観
照︹

勝
カ
︺作

八
田
、
作
人
弥
次
郎
、
銭
八
百
文
、　　
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聖
天
供
田
、

百
苅　
　

在
所
二︵

櫛
比
荘
内
︶

个
村
牛
町
樋
下
、

年
貢
壱
貫
文
、　　
　
　

壱
貫
八
百
文　

白︵
同
荘
内
︶

山
腰
平
次
郎
入
道
作
田

 

　
　

百
五
十
文

三
十
苅　
　
　

白
山
田
百
五
十
文
幷
富︵

同
荘
内
︶

崗
畠
円
道
恩
給

百
文　
　
　
　

冨
崗
上
畠　

作
人
孫
七

延
寿
堂

二
百
刈　

在
所
浦︵

同
荘
内
︶

上
、
一
段
宮
腰
、
進
五
郎
作
、

一
段
か

︵
香
糠
︶つ
か
、
玄
鋻
入
牌
料
足
売
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
︵
紙
継
目
︶

　

法︵
惣
持
寺
内
︶

光
院　
内︵

同
荘
内
︶

保
村
田
地

一
段
四　

　

大
ミ

︹
ヒ
カ
︺ノ
ツ
メ
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
所
○
本
内
、
五
郎
次
郎
入
道
作
、
妙
性
禅
尼
入
牌

料
足
、
岩︵

長
信
氏
カ
︶

脇
殿
寄
進
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
段　

在
所
○
ホ
リ
コ
シ
、

左
藤
太
郎
入
道
作
、

宗
義
上
座
寄
進
、　　
　
　

二
段　

一
段
二︵

峨
山
韶
碩
︶

代
和
尚
毎
月
御
粥
料
、
一
段
貞
崇
庵
主
入
牌
料
足
、

在
所
ホ
リ
コ
シ
、　　
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二
段　

在
所
内
保
村
内
進︹

新
イ
︺

三
郎
作
、
た

︵
稲
　
屋
︶

う
や
の
女︵

長
見
祐
︶

性
入
牌
料
足
、

義︵
長
︶勝

寄
進
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
段　

在
所
堀
腰
、
名
字
五
田
一
段
、
祟伊

勢
殿
、

信
禅
門
入
牌
料
足
、

名
字
棠
木
田
一
段
、

同
息
女

暁
窓
禅
尼
入
牌
料
足
、　　

三
百
二
十
苅
幷
山
一
所
幷
染

︹
漆
︺一

杯
一
所
二
百
刈
、
堂
畠
、
一
所
百
二
十
刈
、

了
禅
作
、
一
所
や
り
か
わ
山
、
年
貢
〓

〓
〓
〓
〓
〓
〓
〓
〓
〓
〓
〓
〓
〓
〓
〓

壱
貫
百
五
十
文
、
芝︵

長
︶叟
・
祖
英
・
〓
〓

空
照
・
宗︵

同
︶悟

四
人
入
牌
料
足
、　　

　
　
　
　

定
年
貢
銭
弐
拾
五
貫

　
　
　
　

米
陸
斛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
︵
紙
継
目
︶

　
　
　

永
徳
二
年

壬戌
十
月
日　
　
　
　

侍
者
記
之
、

　

大︵
永
光
寺
内
︶

雄
︵
鹿
島
郡
︶菴

田
地

四
百
三
十
苅　

羽
咋
北︵

湊
保
︶方

松
崎

一
所
百
苅
、
神
主
つ
く
り
、　　
　
　

一
所
二
百
苅
、
源
平
次
作
、　　
　
　

一
所
百
苅
、
松
崎
衛
門
こ
け
作
、　　

一
所
三
十
か
り
、
こ
わ
う
た
の
源　

七
さ
こ
作
、
屋
敷
一
所
、
五
郎
太
郎
、

三
百
苅　
　
　

羽
咋
北
方
石
町

二
百
苅　
　
　

羽
咋
北
方
吉
崎

四
段　

三
反
在
所
、
小
か
い
の
く
も
ん
し
よ
の
ま
ゑ
の
う
と
く
、　

一
反
在
所
、
よ
し
さ
き
の
す
け
入
道
か
後
に
あ
り
、
鏡
田
、

二
百
二
十
苅　

在
所
松
崎
、
藤
三
郎
作
、

二
百
苅　

一
所
百
三
十
苅
、
仁
六
作
、　　
　
　
　

一
所
七
十
苅
、
は
し
つ
め
の
あ
ミ
た
ふ
、
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已
上
、
壱
町
七
段
五
十
苅
、
屋
敷
一
所
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寂︵
通
幻
︶霊

︵
花
押
︶︶

28
︵

こ
れ
は
続
紙
の
楮
紙
三
紙
で
、
縦
二
九
・
五
㎝
、
橫
一
二
四
・
一
㎝
、
永
徳
二
年
十
月
、
總
持
寺
や
峨
山
禅
師
の
塔
頭
法
光
院
や
、
永

光
寺
内
に
あ
る
峨
山
禅
師
の
塔
頭
大だ
い
お
う雄

庵
に
、
近
年
新
た
に
寄
進
さ
れ
た
田
地
の
目
録
で
あ
る
。
末
尾
の
署
名
と
花
押
か
ら
總
持
寺
第
五

世
通
幻
寂
霊
︵
一
三
二
二
︱
九
一
︶
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
總
持
寺
七
件
、
法
光
院
六
件
、
大
雄
庵
六
件
、
合
計
十
九
件
が
列
挙
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
紙
継
目
毎
に
通
幻
の
花
押
が
あ
る
と
同
時
に
、
①
永
和
五
年
小
野
谷
田
畠
目
録
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
は

該
当
す
る
寄
進
状
が
な
い
も
の
も
あ
る
か
ら
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
田
地
の
段
別
を
計
算
す
る
と
、
總
持
寺
は
延
寿
堂
も
含
め
七
段
三
十
苅
︵
一
段
=
百
苅
︶
と
銭
一
貫
九
百
文
で
あ
る
。
当
時
能

登
国
で
は
一
段
の
年
貢
が
一
貫
文
で
あ
る
か
ら
、
銭
一
貫
九
百
文
は
単
純
計
算
す
る
と
田
地
一
段
九
十
苅
と
な
り
、
合
計
す
る
と
九
段
二

十
苅
に
な
る
。

ま
た
法
光
院
は
一
町
一
段
六
十
苅
、
山
一
所
、
漆
一
杯
、
大
雄
庵
は
一
町
七
段
五
十
苅
と
屋
敷
一
所
と
あ
り
、
総
計
三
町
八
段
三
十
苅
、

山
一
所
、
屋
敷
一
所
、
漆
一
杯
と
な
る
。

な
お
該
当
す
る
寄
進
状
は
總
持
寺
関
係
七
件
中
四
件
で
、
つ
ぎ
の
も
の
で
あ
る
。

二
百
苅
幷
山 

永︵
一
三
八
二
︶

徳
二
年
三
月
六
日
長
正
連
田
地
寄
進
状

二
段 

〃　
　
　

三
月
晦
日
〃　
　

〃

百
苅 

康︵
一
三
八
〇
︶

暦
二
年
十
一
月
十
一
日
光
景
田
地
渡
状

二
百
苅 

永︵
一
三
八
一
︶

徳
元
年
十
一
月
十
三
日
某
田
地
寄
進
状

ま
た
法
光
院
お
よ
び
大
雄
庵
の
田
地
は
、
前
に
掲
げ
た
峨
山
禅
師
関
係
の
田
地
寄
進
状
と
重
複
し
て
い
る
。
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⑶
応
永
六
年
︵
一
三
九
九
︶
六
月
惣
持
寺
寺
領
・
敷
地
等
目
録
写

︹

目
録　

飯
尾
加︵

為
清
︶賀

守
有
裏
判
応
永
六　

六　

十
七　

イ
︺

　

能
登
国
櫛
比
庄
惣
持
禅
寺
寺
領
幷
敷
地
・
同
山
等
目
録
之〻
事

一
、
当
寺
敷
地

限
東
火
屋︹

尾
イ
︺

、
限
南
板
地
南
峯
、

限
西
長
峯
、
限
北
荒
志
横
道
、

此
内
田
畠
・
山
等
在
之
、

　
　
　
　

諸
岳
村
田
畠

一
、
五
百
苅

在
所
鳥
越
大
坪
九
田
、　

大
般
若
幷
大
乗
経
供
料
、

預
所
前
対
馬
守
鴨
為
永
寄
進

一
、
三
百
五
拾
苅

在
所
荒
志
、　　
　
　
　

開
山
塔
・
法
光
院
供
料
、

長
谷
正
連
寄
進

一
、
百
苅

在
所
広
岡
、　　
　

鎮
守
白
山
造
営
料
、

預
所
前
対
馬
守
鴨
為
永
寄
進

一
、
屋
敷
一
所

在
所
清
水
、　

開
山
塔
供
料
、

宗︵
長
︶義

上
座
寄
進

一
、
畠
三
段

在
所
上
河
原
、　

開
山
塔
供
料
、

宗
義
上
坐
寄
進

一
、
五
百
五
十
苅

在
所
荒
志
、　

伝︵
大
徹
宗
令
塔
頭
︶

法
菴
供
料
、

長
谷
沙
弥
義︵

長
秀印信

︶
寄進

　
　
　
　

桑
屋
村
分

一
、
百
五
十
苅

在
所
漆
原
、

仏
性︹

餉
︺料
、　

預
所
前
対
馬
守
鴨
為
永
寄
進

　
　
　
　

内
保
村
分

一
、
百
四
拾
苅　
在
所
大
筧
爪
、　

長
谷
左
衛
門
尉
信

︵
長
︶氏

寄
進

一
、
三
百
七
拾
苅

幷
屋
敷
一
所
、　　
　
　
　
　

在
所
瀬
上
・
堂
畠
・
了
善
作
、

宗︵
長
︶悟

上
坐
寄
進

一
、
百
苅　
在
所
左
藤
大
郎
入
道
作
、

長
谷
秀

︵
長
︶連

寄
進
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一
、
三
百
苅　
在
所
堀
腰
、

長
谷
瑠
璃
若
女
寄
進

一
、
弐
百
苅　
在
所
新
三
郎
作
内
、

長
谷
沙
弥
義
勝
寄
進

一
、
百
苅　
在
所
堀
腰
、

長
谷
沙
弥
芝
叟
寄
進

一
、
百
苅　
在
所
新
三
郎
作
、

長
谷
見
祐
禅
尼
寄
進

一
、
三
百
苅

一
所
小
太
郎
作
、　　
　

一
所
深
田
、
一
所
狐
田
、　

宗
悟
上
坐
寄
進

一
、
山
一
所　
在
所
行
河
子
落
、

宗
悟
上
坐
寄
進

一
、
二
百
五
十
苅

一
所
滝
上
、
一
所
瀬
上
、　

一
所
鎌
田
、
長︵

浦
上
村
︶

円
寺
供
料
、

長
谷
沙
弥
宗
信
寄
進

　
　
　
　

浦
上
村
分

一
、
三
百
十
束
苅

在
所
宮
腰
、

一
所
香
糠
、

長
谷
沙
弥
芝
叟
寄
進

一
、
五
百
苅

在
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
屋
前
塚
田
、
長
円
寺
供
料
、

長
谷
沙
弥
芝
叟
寄
進

　
　
　
　

羽
咋
郡
分

一
、
二
百
苅

在
所　
　
　

羽
咋
湊
松
崎
、

比
丘
尼
正︹

性
カ
、以
下
同
ジ
︺

韶
寄
進

一
、
三
百
苅　
在
所
石
町
、

沙
弥
了
性
寄
進

一
、
百
三
十
苅　
在
所
小
原
田
、

比
丘
尼
正
韶
寄
進

一
、
五
百
苅
幷

屋
敷
一
所

在
所　

吉
崎
、　

僧
良︵

無
底
︶

韶
・

藤
原
家
持

︵
三
階
︶寄

進

一
、
三
百
苅　
在
所
桜
町
、

平
兼
隆
寄
進
〇
コ
ノ
行
、
イ
ナ
シ
、

　
　
　

応
永
六
年
六
月　

日
︶
29
︵

こ
れ
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
で
、
寺
領
等
の
当
知
行
目
録
で
あ
る
。
異
本
︵
徳
雲
寺
所
蔵
﹁
惣
持
寺
文
書
写
﹂︶
に
は
幕
府
奉
行
人
飯
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尾
為
清
の
証
判
が
裏
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
諸
岳
村
・
桑
屋
村
・
内
保
村
・
浦
上
村
・
羽
咋
郡
の
村
郡
毎
に
分
別
し
、
田
畠
の
反
別
や
在

所
、
屋
敷
、
山
や
寄
進
者
名
を
列
挙
し
て
い
る
。
諸
岳
村
田
畠
一
五
〇
〇
苅
、
畠
三
段
、
屋
敷
一
所
。
桑
屋
村
分
一
五
〇
苅
。
内
保
村
分

一
八
六
〇
苅
、
山
一
所
、
屋
敷
一
所
。
浦
上
村
分
八
一
〇
苅
。
羽
咋
郡
分
一
四
三
〇
苅
、
屋
敷
一
所
。
総
計
五
七
五
〇
苅
、
畠
三
段
、
山

一
所
、
屋
敷
三
所
で
、
法
光
院
・
延
寿
堂
・
永
光
寺
・
大
雄
庵
な
ど
の
寺
領
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
五
町
七
段
五
〇
苅
は
じ
め
畠
、
山
、
屋
敷
の
寄
進
者
名
を
み
る
と
、
見
祐
尼
や
長
義
勝
な
ど
の
よ
う
に
寄
進
状
が
あ
る
も
の
、

長
秀
連
や
長
瑠
璃
若
、
長
芝
叟
、
長
宗
悟
な
ど
の
よ
う
に
寄
進
状
は
あ
る
が
反
別
が
異
な
る
も
の
、
預
所
前
対
馬
守
鴨
為
永
や
比
丘
尼
正

韶
、
沙
弥
了
性
の
よ
う
に
寄
進
状
の
な
い
も
の
な
ど
も
あ
る
か
ら
、
非
常
に
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

⑷
正
長
二
年
︵
一
四
二
九
︶
總
持
寺
寺
領
目
録
写

　
　
　
　
　
　
　

住
持
玄
淳
︵
花
押
影
︶

諸
嶽
山
総
持
禅
寺
寺

︹
正
文
在
沈
金
箱
イ
︺

領
目
録
之
事

　

定
︹
合
イ
︺

　

二
个
村
之
内

百
五
十
束
苅 

分
米
参
石 

横
道
ノ
面 
戒
音
名

百
十
束
苅 

分
米
弐
石
弐
斗 

新
保
口 

同

百
八
十
五
束
苅 

分
米
参
石
七
斗 

揀エ
リ
ク
リ栗 

大
夫
名

弐
百
五︹

又
廿
五
苅
イ
︺

十
束
苅 

分
米
五
石 

西ニ
シ
モ
チ餅

田 

徳
行
名

百
廿
束
苅 

分
米
弐
石
四
斗 

筧ヒ
ノ
ヲ
サ
キ

尾
崎 

同
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百
苅 

分
米
弐
石 

横
道
ヨ
リ
下 

権
守
名

百
五
十
束
苅 

分
米
参
石 

同 

同
半
分
円
恵
、

弐
百
四
十
五
束
苅 

分
米
四
石
九
斗 

堂
ノ
裏ウ
ラ 

十
郎
次
郎
名

九
十
束
苅 

分
米
壱
石
八
斗 

富
岡
ノ
下 

孫
四
郎
右
馬
名

百
十
五
束
苅 

分
米
弐
石
三
斗 

山
崎 

五
人
百
姓
各
弁

　
　
　
　

已
上
、
分
米
参
拾
石
参
斗

　
　
　
　

此
外
、
銭
分

百
苅
帰
永
寿
、 

分
銭
壱
貫
文 

大
谷
屋 

永
寿
院
弁

百
苅
帰
永
寿
、 

分
銭
壱
貫
文 

小
谷
屋 

同

七
十
束
苅 

分
銭
七
百
文 

大
谷
屋 

円
慧
・
権
守両

人

廿
五
束
苅 

年
貢
除
之
、 
富ト
ミ
ヲ
カ岡
ノ
下 

徳
行
之
恩

廿
五
束
苅 

年
貢
除
之
、 
新
保
口 

権
守
之
恩

廿
五
束
苅 

年
貢
除
之
、 

揀
栗
ノ
口

︹
内
イ
︺

 

大
夫
之
恩

廿
五
束
苅 

年
貢
除
之
、 

新
保
口 
十
郎
次
郎
之
恩

九
十
束
苅
飯
頭
之
恩
、 

分
銭
九
百
文 

菩
提
薗
ノ
下
能
登
作

　
　
　

已
上
、
分
銭
参
貫
陸
百
文
此
内
収
常
住
分
七
百
文
、

　
　

都
合
田
数
壱
千
九
百
七
十
五
束
苅

　
　
　

諸
岳
村
之
内

百
苅 

分
米
弐
石 

下シ
モ
ア
ラ
シ

荒
志 

五
郎
右
馬



― 103 ―

新修總持寺史（五）

百
苅 

分
米
弐
石 

下
荒
志 

円
慧
・
権
守

両人

三
十
束
苅 

分
米
陸
斗 

上
荒
志 

戒
音
分

六
十
八
苅 

分
壱

︹
米
脱
︺石

三
斗
六
斗

︵
マ
マ
︶

 

鳥
越
寺
口 

同

百
十
束
苅 

分
米
弐
石
弐
斗 

平
野
田 

同

廿
弐
束
苅 

分
米
四
斗
四
升 

畠
田 

同

廿
弐
束
苅 

分
米
四
斗
四
升 

畠
田 

大
夫
之
分

 
 

　
︹
ホ
イ
︺

八
十
八
束
苅 
分
米
壱
石
七
斗 

大
坪ツ
ロ 

同

 

　
　
　
　
　

六
升

三
十
束
苅 

分
米
陸
斗 

池
田 

同

四
十
束
苅 

分
米
八
斗 

兵
部
屋
敷 

同

廿
束
苅 

分
米
四
斗 
虫
食ハ
ミ 

同

廿
束
苅 

分
米
四
斗 
堂
田 

同

六
十
束
苅 

分
米
壱
石
弐
斗 

寺
大
道 

道
幸
分

八
束
苅 

分
米
壱
斗
六
升 

把
︹
地
カ
︺頭

田 
同

百
廿
束
苅 

分
米
弐
石
四
斗 

寺
大
道
中
田
、 

十
郎
次
郎
分

卅
弐
束
苅 

分
米
陸
斗
四
升 

納
所
寮
後 

権
守
名

廿
五
束
苅 

分
米
五
斗 

畠
田 

徳
行
名

七
十
八
束
二
把
苅 

分
米
壱
石
五
斗六

升 

︹
茎
田
イ
︺ 

道
円
分

七
十
壱
束
半
荷
苅 

分
米
壱
石
四
斗
三
升 

茎
田 

介
次
郎
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廿
三
束
四
把
苅 

分
米
四
斗
六
升
六
合 

茎
田 

山
上
左
近

四
十
九
束
苅 

分
米
九
斗
八
升 

白
山
ノ
後 

介
次
郎

廿
六
束
四
把
苅 

分
米
五
斗
弐
升
六
合 

普
蔵
院
前 

石
見

六
束
弐
把
苅 

分
米
壱
斗
弐
升
三
合 

橋
爪 

石
見

百
卅
束
苅 

分
米
弐
石
陸
斗 

寺
ノ
前 

刑
部

五
十
三
束
苅 
分
米
壱
石
六
斗 

鬼
谷 

左
近
三
郎

 
　
　
　
此
内
一
斗
二
升
河
成
、

〇
イ
、
次
行
ノ
﹁
弐

斗
﹂
ノ
下
ニ
ア
リ
、

六
十
束
苅 

分
米
壱
石
弐
斗 

琵
琶
頸 

五
郎
衛
門

百
苅 

分
米
弐
石 

大
坪 

清
四
郎

四
十
三
束
苅 

分
米
八
斗
六
升 

鬼
谷
高
尾
下
、 

衛
門
九
郎

十
束
苅 

分
米
弐
斗 
蛇ヘ
ミ

カ
谷ヤ
ツ 

性
空

十
束
苅 

分
米
弐
斗 
漆
原 

孫
四
郎
右
馬

廿
束
苅
畠
起
分
、 

分
米
参
斗 

古
鬼
谷
、

屋
敷 

櫛︹
旧
屋
左
衛
門
次
郎
イ
︺

比
殿
作

百︹
拾
五
束
苅
イ
︺

苅 

年
貢
除

︹
百
五
十
文
イ
︺

之
、 

下
荒
志 
能
登
之

︹
作
　
人
イ
︺

恩

廿
五
束
苅 

年
貢
除
之
、 

鬼
谷 
戒
音
之
恩

　
　

已
上
、
分
米
参
千

︹
十
︺壱

石
四
斗
六
合

〇
コ
ノ
行
ノ
裏
二
カ
所
ニ
、

玄
淳
ノ
花
押
影
ア
リ
、　　

　
　

都
合
田
数
千
七
百
五
束
六
把

　
　

銭
分

壱
貫
文︹

二
百
文
イ
︺

 

向ム
カ
イ田

千フ
ク
サ菜

谷
︹
干
︺

ノ
口 

 

山
ノ
上
左
近
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百
文 

鉢
ノ
尻 

 

与
三

壱
貫
五
百
文 

打
越 

 

戒
音

四
百
五
十
文 

橡ト
チ

ノ
木
憩ヤ
ス
ミ
ハ場 

 

戒
音

 
 

〇
コ
ノ
紙
継
目
、
裏
花
押
影
ナ
シ
、

参
百
五
十
文 

中
田 

 

戒
音

四
百
文 

大
畠 

 

円
慧

七
百
文 

榎
平
︹
番
頭
之
恩
イ
︺ 

 

玄
志

弐
百
文 
平
野 

 

五
郎
衛
門

参
百
文 
荒
志 

 

五
郎
右
馬

百
五
十
文 

山
上　
　
　
　
　
︹
永
寿
院
イ
︺ 

左
近
太
郎

︹
五
十
文 

茎
田
屋
敷
端 

 

永
寿
院
イ
︺

百
五
十
文 

富
岡 

 

石
見

八
百
文 

板
路 

 
衛
門

壱
貫
参
百
文 

広
岡 

 
善
心

四
百
文 

僧
儀
畠
︹
依
為
本
訴
而
道
宝
子
イ
︺︹
〇
イ
︺
永
寿
院

百
文 

僧
儀
畠
︹

左
衛
門
永
寿
院
之
上
状

添
充
行
物
也　
　
　
　

〇
永
寿
院
イ
︺
越
前

　
　

已
上
、
漆
貫
九
百
文
︹
又
二
百
文
又
五
十
文
イ
︺

壱
貫
七
百
文 

内
保
村 

 

如
観
分

壱
貫
三
百
文 

同 
 

毛
屋 

左
衛
門
五
郎

五
百
文 

同 
 

出
口 

性
仙



― 106 ―

壱
貫
八
百
五
十
文田

畠
、

 

同 
 

遣
︹
鑓
︺河 

道
久

四
貫
文　
　

  

四
百
苅 

同 
 

堀
越
分

弐
貫
文　
　

  

弐
百
苅 

同 
 

滝
上
︹
番
頭
御
音
足
也
イ
︺

弐
貫
文　

八
十
苅
遣
河
、　

百
二
十
苅
毛
屋
、

同 
 

茆
原 

左
衛
門
三
郎

壱
貫
五
百
五
十
文 

同 

　
種 

権
守

六
百
文 
同 

 

瀬
上
分
︹
番
頭
恩
︺

五
百
文 
同　
　
　
　　
︹
長
円
寺
イ
︺
永
寿
院

弐
百
文 

同
漆
代
、 

 

永
寿
院

　
　
　

已
上
、
拾
陸
貫
弐
百
文

〇
コ
ノ
行
ノ
裏
ニ
玄

淳
ノ
花
押
影
ア
リ
、

　
　
　

浦
上
之
内
、
阿
岸
庄
主
之
領
内
、
是
田
地
計
也
、

弐
百
九
十
五
束
苅 

分
米
五
石
九
斗 

 

道
空

　
　
　

已
上
、

　
　

米
総
都
合
陸
拾
漆
石
六
斗
壱
升
︹
又
三
斗
イ
︺

　
　

銭
総
都
弐

︹
合
脱
︺拾

肆
貫
捌
百
文
︹
五
十
文
又
二
百
文
イ
︺

〇
コ
ノ
行
ノ
裏
二
カ
所
ニ
、

玄
淳
ノ
花
押
影
ア
リ
、　

右
、
御
寺
領
之
田
畠
、
此
外
雖
為
一
反
小
六
十
歩
、
見
隠
聞
申
事
更
々
不
可
有
候
、
若
於
後
日
自
寺
家
聞
食

︹
食
カ
︺出

事
御
座
候
者
、
其
時

可
被
処
罪
科
者
也
、
仍
押
書
之
申
状
如
件
、

　
　
　
　

旹
正
長
弐
年

己酉
正
月
十
一
日 

︵
花︵

真
化
玄
淳
︶

押
影
︶

 

︹
又
水
谷
年
貢
百
文
、
作
人
小
谷
屋
左
衛
門
次
郎
イ
︺

 

戒
音
︵
略
押
影
︶
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徳
行
︵
略
押
影
︶

　
　
　
　
　
　
　
　

御
百
姓
等 

大
夫
︵
略
押
影
︶

 

権
守
︵
略
押
影
︶

 

十
郎
次
郎
︵
略
押
影
︶

 

定
使
能
登
︵
略
押
影
︶

　
　
﹁〇

以
下
、イ
異
筆
、

分
銭
壱
貫
弐
百
文　

在
所
戸
板
有
之

　
　

金
屋
田
一
段　

分
米
壱
石
五
斗
五
升

　
　

吉
見
両
貴
殿
為
周︵

玄
昌
︶堂

居
士
永
代
奉
寄
附
者
也
五
月
年
忌
之
日

　
　

此
内
四
斗
俵
可
備
献
粥
之
料
也

　
　
　
　
　
　

五
院
之
者
東
堂
令
評
議
定
者
也

︶
30
︵　

　
　
　
　
　
　
　

﹂

こ
れ
は
正
長
二
年
正
月
十
一
日
、
住
持
真
化
玄
淳
が
作
成
し
た
も
の
で
、
近
世
後
期
の
写
と
推
定
さ
れ
る
。
住
持
真
化
玄
淳
は
能
登
出

身
で
能
登
竜
護
寺
中
明
見
方
に
参
じ
、
法
を
嗣
ぎ
、
竜
護
寺
第
五
世
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
總
持
寺
第
六
十
四
世
と
し
て
正
長
元
年
十
一

月
十
五
日
入
寺
し
、
翌
二
年
二
月
ま
で
約
三
ヶ
月
在
住
し
て
い
る
。
そ
の
後
見
方
の
遺
命
に
よ
り
、
信
州
霊
松
寺
第
三
世
に
な
っ
て
い
る
。

目
録
の
内
容
は
二
个
村
・
諸
岡
村
の
分
米
︵
米
年
貢
︶
・
分
銭
︵
銭
納
年
貢
︶
別
に
、
耕
地
面
積
・
年
貢
高
・
所
在
地
・
納
入
者
を
掲
げ
て

い
る
が
、
内
保
村
に
つ
い
て
は
銭
年
貢
と
納
入
者
、
浦
上
村
に
つ
い
て
は
道
空
の
田
地
面
積
と
分
米
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
集

計
す
る
と
、
六
三
八
〇
苅
七
把
︵
六
町
三
段
八
〇
苅
七
把
、
分
米
六
七
石
六
斗
一
升
六
合
、
分
銭
二
七
貫
七
〇
〇
文
と
な
る
が
、
こ
れ
は
末
尾
に
あ

る
有
力
な
五
人
百
姓
︵
年
貢
の
納
入
者
代
看
︶
=
戒
音
・
徳
行
・
大
夫
・
権
守
・
十
郎
次
郎
と
定
使
︵
年
貢
収
納
責
任
者
︶
能
登
︵
百
姓
︶
お
よ
び

年
貢
納
入
者
の
百
姓
に
対
し
、
玄
淳
が
一
段
・
小
︵
一
二
〇
歩
︶
六
〇
歩
=
わ
ず
か
で
も
違
背
し
た
こ
と
が
後
日
判
明
し
た
ら
罪
科
に
処
す
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と
了
解
の
確
認
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
﹁
恩
﹂
と
し
て
、
二
个
村
で
は
徳
行
・
権
守
・
大
夫
・
十
郎
次
郎
が
各
二
五
束
苅
、
諸
岡

村
で
は
戒
音
が
同
じ
く
二
五
束
苅
、
能
が
一
〇
〇
苅
の
年
貢
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
村
毎
の
課
税
の
特
色
は
、
二
个
村
、
諸
岡
村
は
分
米
と
分
銭
の
相
違
は
必
ず
し
も
田
地
は
分
米
、
畠
は
分
銭
と
区
別
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
だ
。
一
〇
〇
苅
︵
一
段
︶
に
対
す
る
年
貢
は
、
分
米
は
二
石
、
銭
納
は
一
貫
文
の
割
合
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
本
目
録
は
法
光
院
・
延
寿
堂
・
永
光
寺
大
雄
庵
関
係
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
總
持
寺
本
坊
の
み
の
寺
領
目
録
で
あ
る
こ
と
を
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
本
坊
以
外
の
田
地
に
つ
い
て
は
、
前
に
触
れ
た
永
徳
二
年
︵
一
三
八
二
︶
十
月
の
﹁
惣
持
寺
新
寄
進
田
地
目
録
﹂

を
は
じ
め
、
残
存
す
る
法
光
院
・
延
寿
堂
・
永
光
寺
大
雄
庵
の
寄
進
状
を
集
計
す
る
と
、
法
光
院
四
町
四
段
六
十
苅
、
延
寿
堂
六
段
、
永

光
寺
大
雄
庵
二
町
六
段
五
十
苅
と
な
り
、
こ
れ
ら
を
集
計
す
る
と
七
町
七
段
十
苅
と
な
る
。
こ
れ
と
仮
に
正
長
二
年
︵
一
四
二
九
︶
寺
領
目

録
の
田
地
六
町
三
段
八
十
苅
を
合
計
す
る
と
十
四
町
九
十
苅
と
な
る
。

⑸
文
明
六
年
︵
一
四
七
四
︶
閏
五
月
總
持
寺
寺
領
目
録
写

﹁︵
端
裏
書
︶

 

文
明
六

甲
午
閏
六

︹
五
︺月

十
三
日

 

本
紙
年
暦
ト
七
十
年
余
後
ニ
候
得
共
、
裏
ニ
見
届
御
判
有
之
、
旦
往
昔
ヨ
リ
□
分
ニ

 

持
伝
申
候
、

諸
岳
山
総
持
寺
領
目
録　
　
　
　

納
所
寮
置
之
、　　
　
　
　
　
　

﹂

　
　
　
　
　
　
　

雲︵
栄
玖
︶崗

和
尚
御
代
改
之
、

諸
岳
山
総
持
禅
寺
寺
領
目
録
之
事

　
　
　

合
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古
屋
左
衛
門
次
郎
指
出
之
分

百
五
十
苅 

分
米
参
石 

戒
音
名
之
内
、
前
田

七
十
三
束
弐
把
苅 

分
米
大
畠
分　
　
　

壱
石
四
斗
六
升
三
合 

戒
音
名
之
内
、
新
保
田

︹
口
カ
︺

弐
拾
三
束
苅 

分
米
四
斗
六
升 

戒
音
名
之
内
、
二
个
村
山
崎

百
拾
束
苅 

分
米
弐
石
弐
斗 

戒
音
名
之
内
、
平
田

拾
五
束
苅 

分
米
参
斗 

戒
音
名
之
内
、
古
屋
敷

廿
壱
束
半
苅 
分
米
四
斗
参
升 

戒
音
名
之
内
、
藤
内
屋
敷

弐
百
五
十
苅 
分
米
五
石 

権
守
名
之
内
、
久
保
田

玖
拾
苅 

分
米
壱
石
捌
斗 

散
田　

富
岳
之
下

拾
束
苅 

分
米
弐
斗 

散
田　

蛇
カ
谷

拾
束
苅 

分
米
弐
斗 
散
田　

漆
原　
…
…
…
︵
紙
継
目
︶

五
拾
三
束
苅 

分
米
壱
石
陸
斗 
散
田　

中
田

三
拾
弐
束
苅 

分
米
陸
斗
四
升 

権
守
名
之
内
、
薬
師
堂
之
后

伍
拾
苅 

分
米
壱
石 

二
个
村
殿
新
寄
進　

金
屋
田

弐
百
玖
把
苅 

分
米
肆
石
壱
升 

 

大
夫
名
半
名
分

　
　
　

已
上
、
田
数
一
千
八
拾
捌
束
三
把
苅

　
　
　
　
　
　

分
米
弐
拾
壱
石
伍
斗
四
升

　
　
　
　
　
　
　

戒
音
名
之
分
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陸
拾
捌
束
苅 

分
米
壱
石
三
斗
六
升 

在
所
鳥
越　

当
水
ノ
端作

三
郎
次
郎

卅
六
束
八
把
苅 

分
米
漆
斗
三
升
六
合 

新
保
口　
　

同
作

参
拾
苅 

分
米
陸
斗 

在
所
下
荒
志　

同
作

弐
拾
三
束
苅 

分
米
四
斗
六
升 

桑
屋
山
崎　

同
作

　
　
　

已
上
、
百
伍
拾
漆
束
八
把
苅

　
　
　
　
　
　

分
米
参
石
壱
斗
五
升
六
合

　
　
　
　
　
　
　

大
夫
名
半
名
之
分

弐
拾
苅 

分
米
肆
斗 

蛇
个
谷
虫
食　

当
作
宗
祐

弐
拾
苅 

分
米
四
斗 

兵
部
屋
敷 

同
作

 
 

 

　
　
　
　
　
　

…
…
︵
紙
継
目
︶

拾
束
苅 

分
米
弐
斗 

藤
内
屋
敷　

同
主

拾
五
束
苅 

分
米
参
斗 
池
田　
　
　

同
作

四
拾
四
束
苅 

分
米
捌
斗
八
升 
大
坪　
　
　

同
作

︹
主
イ
︺

捌
拾
苅 

分
米
壱
石
陸
斗 

揀
栗　
　
　

同
作

拾
壱
束
半
苅 

分
米
弐
斗
参
升 

山
崎　
　
　

同
主

　
　
　

已
上
、
田
数
弐
百
半
苅

　
　
　
　
　
　

分
米
肆
石
壱
升

　
　
　
　
　
　
　

徳
行
名
之
分

弐
百
五
十
束
苅 

分
米
伍
石 

西
持
田　

富
作
人

岳
右
馬
・
宗
祐

百
弐
拾
苅 

分
米
弐
石
四
斗 

　
　
　
　

飛
之
尾
崎
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弐
拾
参
束
苅 

分
米
四
斗
陸
升 

山
﨑　
　

同
作

弐
拾
五
束
苅 

分
米
伍
斗 

畠
田　
　

同
主

　
　
　

已
上
、
田
数
四
百
拾
捌
束
苅

　
　
　
　
　
　

分
米
捌
石
三
斗
陸
升

　
　
　
　
　
　
　

十
郎
次
郎
名
之
分

弐
百
四
拾
五
束
苅 

分
米
四
石
九
斗 

堂
之
裏　

尾作
人野

屋
左
近

百
弐
拾
束
苅 
分
米
弐
石
四
斗 

寺
之
前　

同
作

 
 

 

　
　
　
　
　
　

…
…
︵
紙
継
目
︶

漆
拾
苅 
分
米
壱
石
四
斗 

山
之
上
ノ
下
度　

同
主

弐
拾
三
束
苅 

分
米
肆
斗
六
升 

桑
屋
山
崎　

同
作

　
　
　

已
上
、
田
数
四
百
五
拾
八
束
苅

　
　
　
　
　
　

分
米
玖
石
壱
斗
陸
升

　
　
　
　
　
　
　

権
守
名
之
分

百
苅 

分
米
弐
石 

下
荒
志　

日
作
人

尾
掃
部

伍
束
苅 

分
米
壱
斗 

菩
提
園　

同
作

　
　
　

已
上
、
田
数
百
五
束
苅

　
　
　
　
　
　

分
米
弐
石
壱
斗

　
　
　
　
　
　
　

散
田
之
分

四
拾
苅 

分
米
捌
斗 

　

伊
尾
野
屋

藤
兵
衛

百
参
拾
苅 

分
米
弐
石
六
斗 

　

尾
野
屋
右
近
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四
拾
弐
束
苅 

分
米
捌
斗
四
升　
　

堂
田 　

宗
祐

伍
拾
苅 

分
米
壱
石　
二
个
村
殿
新
寄
進　

同
作

七
拾
漆
束
弐
把
苅 

分
米
壱
石
五
斗
四
升
四
合此

内
四
斗
四
升
亀
山
堺
ニ
失
却
、

　
　　

筑
後

弐
拾
五
束
苅 

分
米
伍
斗　

屋
敷
分
茎
田　

同
作

百
苅 

分
米
弐
石　

在
所
下
荒
志　

五
山
ノ
上郎

右
馬　
…
…
︵
紙
継
目
︶

百
苅 
分
米
弐
石　

大
坪 

　
　

永
寿
院

四
十
玖
束
苅 
分
米
玖
斗
八
升　

白
山
ノ
后　

茎
田
右
馬

廿
六
束
四
把
苅 

分
米
五
斗
弐
升
六
合　

普
蔵
院
前　

同
作

陸
束
弐
把
苅 

分
米
壱
斗
弐
升
三
合　

在
所
橋
爪　

同
主

 
 

 

　
　
　
　
本
作
山
ノ
上
左
近

廿
参
束
四
把
苅 

分
米
四
斗
六
升
六
合 

在
所
茎
田　

同
作

　
　
　

已
上
、
弐
石
玖
升
五
合　

此
ハ
茎
田
右
馬
四
所
之
分
、

　
　
　

散
田
都
合
拾
参
石
壱
斗
五
升
四
合

　
　
　
　
　

壱
貫
弐
百
文　

戸
板
吉
見
殿
為
周︵

玄
昌
︶

堂
御
寄
進
、
直
納
也
、

　
　
　
　
　

金
屋
田
百
苅　

二
个
村
殿
為
周
堂
新
寄
進
、
分
米
弐
石
ニ
付
、
二
个

村
殿
以
奉
行
毎
年
可
有
納
所
、　　
　
　

　
　
　
　
　

銭
年
貢
之
事

　
　
　
　

古
屋
左
衛
門
次
郎
分

百
五
拾
文 

 

下
荒
志

 
 

 

　
　
　
　
　
　

…
…
︵
紙
継
目
︶

弐
百
文 

 

干
菜
谷
口

百
文 

 

鉢
之
尻
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参
百
五
拾
文 

 

中
田

弐
百
陸
拾
四
文 

 

大
畠

七
百
伍
拾
文 

 

打
越

弐
百
文 

 

権
守
分

参
百
文 

 

橡
木
憩
場

　
　
　

已
上
、
弐
貫
参
百
拾
七
文

漆
百
伍
十
文　

戒
音
名
之
内　

在
所
打
越 

　

日
作
人

尾
掃
部

百
卅
弐
文 

　
　
　
　

大
畠 

同
作

七
百
文　
　
　

権
守
名
之
内
、
大
谷
屋 

同
主

百
伍
十
文　
　

徳
行
名
之
内
、
富
岳
之
屋
敷 

富
岳
之
右
馬
・

宗
祐
両
人　

五
百
文　
　
　

宗
義
畠 

山
ノ
上
左
衛
門

弐
百
文 

　
　
　
　

屋
敷
之
地
子 
伊尾

野
谷藤

兵
衛

参
百
文 

　
　
　
　

畠
之
年
貢 
山
之
上
五
郎
右
馬

八
百
文 

　
　
　
　

板
地 

茎
田
右
馬

漆
百
文　
　
　
山
上
之
分
田
坪
中
田
竹
之
下
共
ニ
、 

　
　
　

同
作

 
 

 

　
　
　
　
　
　

…
…
︵
紙
継
目
︶

百
伍
十
文 

　
　
　
　

山
之
上 

茎
田
筑
後

壱
貫
参
百
文 

　
　
　
　

広
岡 

善
心

百
文 

 

尾
野
屋
左
近

伍
拾
文　
是
ハ
亀
山
之
堺
に
失
却
、
〇
紙
背
ニ
﹁
淳
亨
︵
花

押
影
︶﹂
ト
ア
リ
、　　
　

筑
後
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已
上
、
捌
貫
百
五
十
二
文　
此
内
五
十
文
、
依
亀
山
之
論
失
却
了
、

　
　
　
　

定
納
捌
貫
百
弐
文
、

　
　
　
　
　

内
保
村
之
分

壱
貫
漆
百
文　
　

自
飢
饉
之
年
以
来
不
作
ト
申
而
、
六
百
文
引

申
候
処
ニ
、
文
明
六
年

甲午

自
六
月
雲
崗
和
尚

御
代
、
諸
院
之
以
見
使
改
了
、　　
　
　
　

今
者
如
本
定
納
壱
貫
七
百
文
也
、　　
　
　

　

遣︹
鑓
、以
下
同
ジ
︺

河
之
妙
道

弐
貫
百
五
十
文　

自
飢
饉
之
年
以
来
不
作
ト
申
、
七
百
文
引
申

候
処
、
文
明
六
年

甲午

自
六
月
雲
崗
和
尚
之
御

代
、
諸
院
ノ
以
見
使
ヲ
改
之
、　　
　
　
　

　

遣
河
之
左
近

　
　
　
　
　
　
　

今
之
定
納
弐
貫
百
五
十
文
也
、
此
中
三
百
文
者

依
妙
道
儀
論
ス
ル
ニ
而
、
左
近
カ
三
百
文
之
加

上
ヲ
申
候
間
、
都
合
之
納
足
弐
貫
百
五
十
文
也
、

弐
貫
文 

坪
本
チ
ワ
ラ

此
中
五
百
文
不
作
、 

河
端
四
郎

弐
貫
文 

坪
本
滝
之
上 

千
原
右
衛
門
七

︹
四
イ
︺郎

肆
貫
文 

坪
本
堀
越
此
中
壱
貫
三
百
文
不
作
、 

玄
勢
・
衛
門
両
人

 
 

 

　
　
　
　
　
　

…
…
︵
紙
継
目
︶

壱
貫
参
百
文 

坪
本
毛
家

︹
塚
イ
︺此

内
二
百
文
不
作
、 

作
人
左
衛
門
五
郎

五
百
文 

坪
本
出
口 

作
人
性
泉

五
百
文 

 

長
園
寺

壱
貫
五
百
五
十
文 

坪
本
日
下
此
中
八
百
文
不
作
、 

年
門
之
左
近

六
百
文 

瀬
之
上
狐
作 

番
頭
之
御
恩

　
　
　

已
上
、
拾
陸
貫
参
伯
弐
文
此
内
武
貫
八
百
文
不
作
引
、

　
　
　

定
納
拾
参
貫
伍
百
弐
文
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銭
総
都
合
弐
拾
伍
貫
百
弐
拾
壱
文

︶
31
︵

こ
れ
は
文
明
六
年
五
月
二
日
、
總
持
寺
第
二
六
六
世
と
し
て
入
寺
し
、
七
月
四
日
ま
で
在
住
し
た
雲
崗
栄
玖
︵
豊
後
出
身
、
尾
張
常
楽
寺

雪
渓
保
広
法
嗣
、
越
前
松
隠
寺
の
後
常
楽
寺
・
滝
沢
寺
歴
住
︶
が
改
め
、
納
所
寮
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
端
裏
書
に
よ
れ
ば
七
十
余
歳
後

︵
天
文
十
三
年
︿
一
五
四
四
﹀
以
降
︶
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
本
文
書
は
料
紙
な
ど
か
ら
近
世
以
降
に
書
写
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

内
容
は
古
屋
左
衛
門
次
郎
指
出
之
分
・
戒
音
名
之
分
・
大
夫
名
半
名
之
分
・
徳
行
名
之
分
・
十
郎
次
郎
名
之
分
・
権
守
名
之
分
・
散
田

之
分
の
面
積
と
年
貢
高
・
所
在
地
・
作
人
︵
戒
音
名
之
分
以
下
︶
を
挙
げ
、
つ
ぎ
に
銭
年
貢
と
し
て
古
屋
左
衛
門
次
郎
分
と
他
の
百
姓
分
お

よ
び
内
保
村
分
の
年
貢
高
・
所
在
地
・
納
入
者
が
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
総
計
す
る
と
米
年
貢
六
十
一
石
四
斗
八
升
、
銭
年
貢
二
十
五

貫
百
二
十
一
文
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
段
別
に
換
算
す
る
と
、
約
五
町
六
段
と
な
る
。

⑹
文
明
二
年
︵
一
四
七
〇
︶
惣
持
寺
領
櫛
比
荘
諸
岳
村
田
地
坪
付

　
　

諸
岳
分

百
八
十
八
束
苅 

山
ノ
上
ノ
ヲ
リ
ト

十
束
苅 

ヘ
ヒ
カ
ヤ
チ

四
十
苅 

兵
部
カ
ヤ
シ
キ

二
十
苅 

ム
シ
ハ
ミ

四
十
苅 

堂
田
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四
十
三束苅 

藤
内
ヤ
シ
キ

三
十
束
苅 

イ
ケ
田

五
十
三
束
苅 

ナ
カ
田

十
束
苅 

ウ
ル
シ
ハ
ラ

百
十
束
苅 

ヒ
ラ
田

三
十
二
束
苅 

坊
ノ
前

百
苅 
大
ツ
ホ

六
十
八
束
苅 
ト
リ
コ
エ

百
三
十
苅 

ク
ホ
田

八
十
八
束
苅 

ト
リ
コ
エ

七
十
八
束
二
把
苅 

ク
キ
田

二
百
苅 

下
ア
ラ
シ

三
十
苅 

上
ア
ラ
シ

百
苅 

白
山
ノ
ウ
シ
ロ

五
束
苅 

ト
ヒ
ヲ
カ
ノ
下

　
　

已
上
、
千
三
百
七
十
四
束
二
把
苅

文
明
弐
年

庚寅
十
月
十
六
日

右
、
総
持
寺
領
諸
岳
分

　

日︵
有
愛
︶新

和
尚
御
代
、
櫛︵

長
某
︶比

殿
指
出
也
、︶

32
︵
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こ
れ
は
總
持
寺
第
二
四
九
世
日
新
有
愛
︵
文
明
二
年
八
月
十
七
日
入
寺
、
同
十
一
月
七
日
ま
で
在
住
︶
の
時
に
、
諸
岡
村
の
總
持
寺
領
田
地

の
面
積
と
所
在
地
に
つ
い
て
、
櫛
比
荘
在
地
頭
長
氏
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
在
地
別
に
面
積
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
合
計
す
る

と
千
三
百
七
十
四
苅
二
把
=
一
町
三
段
七
十
四
苅
二
把
で
あ
る
。

⑺
享
徳
三
年
︵
一
四
五
四
︶
總
持
寺
領
内
田
地
江
・
河
成
注
文

真︵
正
長
二
年
正
月
十
一
日
︶

化
和
尚
寺
領
目
録
御
盛
内
、
江
・
河
成
志

︵
マ
マ
︶却

事

 

　
　

不
足
分

 

四
十
苅
内
三
十
苅
河
成 
横
道
面
、
作
人
左
衛門次
郎
、

 

戒
音
名分

米
壱
石
六
斗
八
升
不
足
、

内
卅
六
束
苅
河
成 
作
人
小
野
屋
左
衛
門
次
郎
、

 

戒
音
名
内
拾
八
束
苅
河
成 

作
人
小
谷
能
登
、

 

延
寿
堂
屋
敷
分
米
弐
斗
四
升
不
足
、﹁︵

異
筆
︶十

二
束
苅
、﹂

 

兵
部
屋
敷
三
束
苅
河
成 

作
人
日
尾
左
衛
門
、

 

堂
田
廾
苅
内
、
四
束︵

×
内
︶苅

河
成 

作
人
日
尾
左
衛
門
、

 

藤
内
屋
敷
壱
束
六
把
江
代
分
、 

作
人
日
尾
左
衛
門
、

已
上
、
八
束
半
苅
、
分
米
壱
斗
七
升
不
足

 

藤
内
屋
敷
壱
束
六
把
苅

分
米
三
升
不
足
、

江
代
分
、 

作
人
尾
屋
三
郎
兵
衛
、
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平
田
百
拾
束
苅
内
十
参
束
六
把
○苅
河
成
、
作
人
与
三
兵
衛
、

已
上
、
十
三
束
六
把
苅
、
分
米
弐
斗
七
升
不
足
、

　

堂
田
内
一

︵
マ
マ
︶壱

束
苅
河
成
、

作
人
田
中
衛
門
、

 

琵
琶
頸
内
、
壱
束分

米
二
升
不
足
、

苅
河
成
、 

作
人
尾
屋
衛
門
、

令︵
マ
マ
︶

 

琵
琶
頸
内
、
参
束
苅
江
代
分
、 

作
人
尾
屋
衛
門
、

 

琵
琶
頸
内
、
十
六
束
苅
河
成
、 

作
人
尾
屋
衛
門
、

已
上
、
廿
苅
、
分
米
四
斗
不
足
、

 

上
荒
志
参
十
苅
内
十
九
束
苅
河
成
、 

作
人
小
谷
家
門
、

已
上
、
十
九
束
苅
、
分
米
参
斗
八
升
不
足
、

 

茎
田
七
十
八
束
弐
把
苅
内
壱
束
六
把
苅
河
成
、

作
人
永
寿
院
、

 

都
合
参
石
弐
斗
弐
升分

米
三
升
不
足
、

江
河
不
足
、
百
性

︹
姓
︺共

面
此
免
状
、

 

慶
徳
寺
之
御
判
各
面
在
之
、

 

納
所
寮
之
後
広
分
水
役
衛
門
前
弐
斗
四
升
減
之
、

 

享
悳
参
年

甲戌
三
月
廿
九
日 

納
所
曇
栄
︵
花
押
︶︶

33
︵

こ
れ
は
總
持
寺
納
所
︵
年
貢
を
納
め
る
所
︶
曇
栄
が
、
諸
岡
村
の
寺
領
の
内
﹁
江え

・
河か
わ

成な
り

﹂︵
洪
水
な
ど
に
よ
り
耕
地
が
失
わ
れ
た
も
の
︶
と
な

っ
た
分
に
つ
い
て
、
在
所
・
分
米
・
作
人
を
書
き
あ
げ
た
も
の
で
、
参
考
ま
で
に
附
記
し
た
。

ち
な
み
に
中
世
に
お
け
る
永
平
寺
の
寺
領
に
つ
い
て
は
、
明
応
四
年
︵
一
四
九
五
︶
十
二
月
二
十
四
日
、
永
平
寺
能
所
寿
仙
が
作
成
し
、

朝
倉
貞
景
が
裏
判
を
加
え
て
い
る
﹁
越
前
国
吉
田
郡
志
比
庄
永
平
寺
幷

塔
頭
霊
供
田
目
録
﹂︶

34
︵

に
よ
る
と
、
永
平
寺
十
七
町
一
段
、
承
陽
庵
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︵
開
山
塔
頭
︶
二
町
一
段
三
百
歩
、
霊
梅
院
︵
中
興
義
雲
塔
頭
︶
五
町
三
段
、
地
蔵
院
︵
波
多
野
菩
提
︶
三
町
八
反
六
十
歩
、
山
外
隔
庵
の
霊
山

院
二
町
九
段
六
十
歩
、
如
意
庵
八
反
、
多
福
庵
一
町
三
反
七
十
歩
で
、
総
計
三
十
三
町
四
反
百
三
十
歩
で
あ
る
。
ま
た
天
文
十
四
年
︵
一

五
四
五
︶
十
月
二
十
二
日
の
﹁
志
比
庄
下
郷
闕
所
分
内
職
注
文
﹂︶

35
︵

に
は
、
朝
倉
氏
の
家
臣
と
思
わ
れ
る
十
三
人
の
名
前
と
、
闕
所
︵
領
主
の

欠
け
た
土
地
︶
に
な
っ
た
地
名
、
お
よ
び
そ
れ
に
相
当
す
る
金
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
記
の
﹁
越
前
国
吉
田
郡
志
比
庄
永
平
寺
幷

諸
塔
頭

霊
供
田
目
録
﹂
と
は
地
名
が
わ
ず
か
二
ヶ
所
同
じ
で
殆
ん
ど
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
明
応
四
年
以
前
か
ら
永
平
寺
が
所
有
し
て
い
た
も
の

と
み
ら
れ
て
い
る
。
金
額
は
合
計
十
貫
文
で
あ
る
か
ら
、
田
地
一
反
の
年
貢
が
五
百
文
と
し
て
二
町
分
に
な
る
。
こ
れ
を
前
の
霊
供
田
目

録
分
と
累
計
す
る
と
、
永
平
寺
の
寺
領
は
三
十
五
町
四
反
百
三
十
歩
と
な
る
。
ま
た
永
平
寺
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
宝
慶
寺
は
、
永
正
元

年
︵
一
五
〇
四
︶
十
二
月
二
十
四
日
、
檀
越
朝
倉
光
玖
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
百
七
十
八
石
八
斗
五
升
と
四
貫
を
寄
進
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
田

地
に
換
算
す
る
と
九
町
一
段
四
十
二
歩
余
に
な
る

寶
慶
寺
領
目
錄

﹁︵
包
紙
︶

十
五
世
恕

︹
如
︺忻

和
尚
代　

玉︵
朝
倉
光
玖
︶

岩
公
御
裏
判
﹂

越
前
大
野
郡
小
山
庄
薦
福
山
寶
慶
寺
當
寺
納
分

一
友
包
名 

小
山
庄
内
共
包
村 

分
米
廿
四
石
九
斗

一
得
永 

爲
成
淸
房
、　　

泉
庄
内
得
永
村
、 

分
米
二
十
石

一
深
江 

西
ノ
カ
ワ 

分
米
五
石
八
斗

一
蓮
乘
名 

小
山
庄
内
今
井 

分
米
七
石
貮
斗

一
國
友
名 

泉
北
庄
内 

分
米
參
拾
石
五
斗

一
敎
蜜
嶋 

小
山
庄
内
五
給 

分
米
四
石
八
斗
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一
今
井
五
條
方
同
今
井
村 

分
米
八
石
壹
斗

一
黑
谷
公
文
名 

分
米
拾
貮
石

一
不
動
王
名 

小
山
庄
五
給 

分
米
四
石
參
斗
五
升

一
石
原
田 

小
山
庄
内
友
包
村 

分
米
貮
石

一
舌︵
マ
マ
︶布

薩
田　

舌︵
マ
マ
︶郷

内 

分
米
貮
石

一
泉
庄
出
田 
泉
庄
北
★

御
正
作
、　

遠
田
共
ニ
、 

分
米
拾
五
石

一
守
正 

小
山
城
北 

分
米
壹
石
六
斗
五
升

一
田
野
出
田 

富
田
庄
内 

分
米
壹
石

一
大
柱 

小
山
庄
内
平
澤 
分
米
六
斗

一
平
澤 

同
平
澤
内
一
町
田 
分
米
拾
貮
石

一
土
橋
散
田 

同
土
橋 

分
米
貮
石
六
斗

一
土
橋
畠 

堀
内
、

漆
原
、　

同
土
橋
両
所
、
在
地
子
代
、

且
ヲ
ロ
シ
付
次
第
、　　
　

 

地
子
代
貮
貫
文

　
　

巳
上
百
四
拾
四
石
五
升
、
代
貮
貫
文
、
玉
岩
御
裏
判
分
也
、

　
　

玉
岩
新
寄
進
之
分　
　
︵
紙
継
目
裏
玉
岩
花
押
ア
リ
︶

一
大
光
寺
分 

黑
谷
こ
是
在 

分
米
拾
貮
石
五
升

經
米
料
、　　

玉
岩
御
判
在
、

一
山
口
錢 

木
本
地
頭
方
分 

札
錢　
　
　

玉
岩
御
判
在

一
黑
谷
領
家
方
之
内
布
薩
田 

分
米
貮
石　

玉
岩
御
判
在

一
木
本
地
頭
領
家
ヨ
リ 

分
米
拾
石　

貞︵
朝
倉
︶景

御
判
在

　
　

以
上
廿
四
石
五
斗
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新
寄
進
分

一延
徳
三
年
九
月
十
三
日

木
本
礫
田 

 

貮
段
分
米
貮
石
★

燈
明
田
、　　
　
　

徳
山
了
觀
房
寄
進
、

一明
應
六
年
五
月
廿
一
日

佐
開
地
頭
方 

壹
段
分
米
壹
石

爲
眞
林
禪
定
尼
布
薩
田
、　　
　

桑
原
次
郎
右
衞
門
尉
定
久
寄
進
、

一
五
給
敎
蜜
嶋
★

應
永
年
中
水
流
之
跡
、

明
應
七
年
ニ
新
開
、

 

分
米
貮
石
代
貮
貫
文

　
　

以
上
五
石

寶
慶
寺
末
寺
土
橋
眞
善
庵
領
分

一
持
佛
堂
田
吉
國
名
之
内 

分
米
參
石
參
斗
、
了
禪
大
姉
寄
進
、

一
猪
嶋
村
之
内　
　
　
　
　
　
　
　

分
米
貮
石
、
徳
山
了
觀
房
寄
進
、

　
　

以
上
五
石
參
斗
、

　
　

都
合
百
七
拾
八
石
八
斗
五
升
、
代
四
貫
文
、

右
或
公
事
未
落
居
、
或
不
知
行
之
在
所
書
加
申
候
者
、
以
後
被
聞
召
、
可
有
御
堪

︹
勘
︺落

者
也
、

　
　
　
　

永
正
元
年

甲子
十
二
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

如
忻
︵
花
押
︶︶

36
︵

な
お
松
平
忠
直
が
慶
長
十
八
年
︵
一
六
一
三
︶
七
月
十
一
日
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
寺
領
を
寄
進
し
て
い
る
。

松
平
忠
直
寄
進
狀

　
　

寺
領
分
之
事

　

高
五
拾
石
者
、 

寶

大
野
領

鏡
︹
慶
︺寺

村
内

右
令
奇

︹
寄
︺進

之
條
、
全
可
有
寺
納
者
也
、
仍
如
件
、



― 122 ―

　
　
　
　
　

七
慶
長
拾
八
年
丑

月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠︵
松
平
︶直

︵
黑

︵
印
文﹁
忠
直
﹂︶

印
︶

　
　
　
　
　
　

寶
鏡

︹
慶
︺寺

　
㈢
近
世
に
お
け
る
寺
領

前
田
利
家
︵
一
五
三
八
︱
九
九
︶
が
天
正
九
年
︵
一
五
八
一
︶
能
登
へ
入
国
し
、
七
尾
城
に
入
っ
て
以
来
、
利
長
・
利
常
・
光
高
・
綱
紀の
り

・

吉
徳の
り

・
宗
長
・
斉な
り

広
の
一
族
は
、
日
域
無
双
の
禅
苑
、
曹
洞
の
本
寺
、
勅
願
寺
と
し
て
、
ま
た
出
世
道
場
で
あ
る
總
持
寺
の
大
檀
越
と
し

て
、
万
事
に
わ
た
り
厚
く
外
護
し
た
。
そ
れ
は
伽
藍
の
再
建
・
改
修
・
普
譜
な
ど
に
、
随
時
地
材
木
を
施
与
す
る
の
み
な
ら
ず
、
時
々
の

奉
行
や
足
軽
・
人
足
ま
で
拝
領
し
て
い
る
が
、
寺
領
に
つ
い
て
も
、
利
家
が
天
正
年
中
百
石
、
利
常
が
元
和
年
中
二
百
二
拾
三
石
九
斗
二

升
八
合
、
重
ね
て
明
暦
三
年
︵
一
六
五
七
︶
三
月
十
七
日
、
七
十
六
石
七
升
二
合
、
合
計
四
百
石
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
そ
の
う
ち
三
十
石

は
利
家
後
室
ま
つ
に
よ
る
利
家
の
菩
提
所
芳
春
院
の
寺
領
と
さ
れ
た
が
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
前
田
家
が
百
二
万
石
を
堅
持
し
て
い
た
の

で
、
總
持
寺
の
寺
領
も
変
動
す
る
こ
と
な
く
、
明
治
維
新
ま
で
維
持
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
実
証
す
る
資
料
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

元
和
四
年
︵
一
六
一
八
︶
十
月
か
ら
元
禄
十
六
︵
一
七
〇
三
︶
の
﹁
總
持
寺
由
来
﹂

　
　
　
　
︵
前
略
︶

　
　
　

当
本
山
寺
領
御
寄
附
之
由
来
御
尋
ニ
付
申
上
候
、

一
、
百
石 

天
正
年
中

　

右
者

高︵
前
田
利
家
︶

徳
院
様
御
寄
附
被
成
下
候
、

一
、
弐
百
弐
拾
三
石
九
斗
弐
升
八
合 

元
和
年
中
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右
者

中︵
前
田
利
常
︶

納
院
様
ゟ
為
御
加
増
御
寄
附
被
成
下
候
、
大︵

前
田
利
家
︶

納
言
様
ゟ
被
下
置
候
御
印
物
、
被
召
上
候
ニ
付
所
持
不
仕
候
、

一
、
七
拾
六
石
七
升
弐
合 

明
暦
三
年
三
月
十
七
日

右
微︵

前
田
利
常
︶

妙
院
様
ゟ
重
而

御
加
増
被
成
下
、
都
合
四
百
石
ニ
相
成
申
候
、
其
砌
元
和
年
中
被
下
置
候
御
印
物
、
被
召
上
候
ニ
付
所
持
不

仕
候
、
今
般
微
妙
院
様
御
印
物
之
写
上
之
申
候
、

　
　
　

都
合
四
百
石
、

右
先
知
行
合
四
百
石
之
御
印
、
微
妙
院
様
ゟ
被
成
下
、
右
之
内
三
拾
石
、
芳
春
院
江

被
下
置
、
別
紙
御
印
御
座
候
、
則
両
通
之
写
指

上
申
候
、
以
上
、

　
　
　

元
禄
十
六

癸未
年 

芳
春
院道

費
印

　
　
　
　
　
　
　

竹
田
五
郎
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
平
右
衛
門
殿

　
　
　

中
納
言
様
ゟ
被
成
下
候
御
印
物
之
写

為
能
登
鳳
至
郡
総
持
寺
領
三
百
弐
拾
六
石
弐
斗
之
所
、
令
寄
附
於
如
有
来
、
可
有
御
寺
納
之
状
如
件
、

　
　
　

元
和
四
戊

午
年 

松
平
筑
前
守

　
　
　
　
　

十
月
廿
八
日 

宰
相
源
朝
臣

　
　
　
　
　
　

諸
嶽
山
惣
持
寺 

利︵
前
田
利
常
︶

光
御
在
判

総
持
寺
領
三
百
弐
拾
六
石
弐
斗
之
内
、
高
三
拾
石
分
之
物
成
を
芳
春
院
塔
頭
江

令
寄
附
候
条
、
従
此
以
前
如
有
来
可
収
納
之
状
如
件
、

　
　
　

元
和
四
年 

松
平
筑
前
守
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十
一
月
十
五
日 

宰︵
前
田
利
常
︶

相
源
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芳
春
院
塔
主

︶
38
︵

文
中
に
あ
る
よ
う
に
、
新
た
に
寺
領
が
加
増
さ
れ
る
と
、
前
の
印
物
は
召
上
げ
ら
れ
た
の
で
所
持
し
て
い
な
い
旨
記
さ
れ
て
い
る
が
、

前
に
も
触
れ
た
明
暦
三
年
利
常
が
七
十
六
石
七
升
二
合
を
加
え
、
合
せ
て
四
百
石
の
寄
進
状
だ
け
は
後
に
示
す
よ
う
召
上
げ
ら
れ
る
機
会

が
な
か
っ
た
。
ま
た
同
時
に
そ
の
中
の
三
十
石
は
芳
春
院
に
対
す
る
寄
進
と
し
て
い
る
。

明
暦
三

︵
一
六
五
七
︶年

三
月
十
七
日
前
田
利
常
寄
進
状

　
﹁︵

包
紙
ウ
ワ
書
︶

　
　

総
持
寺
﹂

総
持
寺
領
以
能
州
鳳
至
郡
之
内
、
加
七
拾
六
石
七
升
弐
合
、
先
知
行
合
四
百
石
之
所
、
令
寄
附
者
也
、
仍
如
件
、

 

中
納
言

　
　
　

明
暦
三
年
三
月
十
七
日　
　
　

利︵
前
田
︶常

︵
花
押
︶

　
　
　
　
　

総
持
寺

︶
39
︵

明
暦
三
年
︵
一
六
五
七
︶
三
月
十
七
日
前
田
利
常
寄
進
状

以
総
持
寺
領
四
百
石
之
内
、
参
拾
石
之
物
成
、
令
寄
附
手
当
院
畢
、
右
全
可
有
寺
納
者
也
、
仍
如
件
、

 

中
納
言

　
　
　

明
暦
三
年
三
月
十
七
日　
　
　

利︵
前
田
︶常

︵
花
押
︶︶

40
︵
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因
み
に
永
平
寺
領
は
、
天
正
十
三
年
︵
一
五
八
五
︶
、
丹
羽
長
重
下
知
状
に
、
先
規
に
よ
り
寺
領
四
十
石
を
安
堵
し
て
い
る︶

41
︵

か
ら
、
場
所

は
不
明
で
あ
る
が
、
以
前
か
ら
四
十
石
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
同
年
長
重
転
封
二
ヶ
月
後
、
堀
秀
政
が
田
地
三
町
を
寄
進
し
て

い
る︶

42
︵

。
そ
の
後
松
平
一
族
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
寛
永
元
年
︵
一
六
二
四
︶
松
平
忠
昌
は
二
十
石
を
安
堵
し
て
い
る︶

43
︵

か
ら
、
如
何
な
る

事
情
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
三
十
石
減
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
忠
昌
の
子
光
通
は
つ
ぎ
に
示
す
寄
進
状
の
よ
う
に
、
三
十
石
を
寄
進
し
、

合
計
五
十
石
に
し
て
い
る
。
た
だ
三
十
石
は
先
考
隆
芳
院
︵
松
平
忠
昌
︶
石
塔
の
灯
供
と
し
て
い
る
。

松
平
光
通
寄
進
狀

　
﹁︵

懸
紙
︶

永
平
禪
寺
﹂

吉
田
郡
志
比
庄
永
平
寺
領
在
同
郡
市
野
村
之
内
、
其
高
貳
拾
石
、
任
先
規
令
寄
附
畢
、
外
同
村
之
内
、
高
三
拾
石
、
依
創
建
先
考
隆

︵
松
平

芳忠
昌
︶院

石
塔
、
爲
燈
供
等
相
續
、
新
加
附
焉
者
也
、
都
合
五
拾
石
之
所
、
全
可
有
收
納
之
狀
如
件
、

　
　
　
　
　

寛
文
元
★

辛丑
★

年
九
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
通
︵
花
押
︶︶

44
︵

　
　
　
　
　
　

永
平
禪
寺

ま
た
光
通
の
後
を
嗣
い
だ
昌
親
は
、
延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
、
さ
ら
に
二
十
石
を
寄
進
し
都
合
七
十
石
に
し
て
い

る
。
し
か
し
三
十
石
は
隆
芳
院
︵
松
平
忠
昌
︶
・
二
十
石
は
大
安
院
︵
松
平
光
通
︶
灯
供
と
し
て
い
る
。

松
平
昌
親
寄
進
狀

　
﹁︵

懸
紙
︶

永
平
禪
寺
﹂

吉
田
郡
志
比
庄
永
平
寺
領
在
同
郡
市
野
々︵
マ
マ
︶村

之
内
、
其
高
五
拾
石
、
内　

三
拾
石
者
、
爲
先
考
隆
芳
院　

石
塔
領
、
前
代
所
被
寄
附
也
、
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此
外
於
同
村
高
貳
拾
石
事
、
爲
大︵

松
平
光
通
︶

安
院
石
塔
燈
供
等
、
令
新
加
焉
、
都
合
七
拾
石
之
所
、
全
可
有
收
納
之
狀
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　

延
寶
四
年
★

丙辰
★

年
三
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昌
親
︵
花
押
︶︶

45
︵

　
　
　
　
　
　

永
平
禪
寺

ま
た
翌
延
宝
五
年
十
二
月
、
昌
親
の
後
を
嗣
い
だ
綱
昌
は
、
昌
親
が
寄
進
し
た
内
容
の
と
お
り
の
七
十
石
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
安
堵
し

て
い
る
。

松
平
綱
昌
安
堵
狀

　
﹁︵

懸
紙
︶

永
平
禪
寺
﹂

吉
田
郡
志
比
庄
永
平
寺
領
在
同
郡
市
野
々
村
之
内
、
其
高
貳
拾
石
、
任
先
規
令
寄
附
畢
、
此
外
於
同
村
高
三
拾
石
、
同
高
貳
拾
石
者
、

爲
隆
芳
院
・
大
安
院
石
塔
燈
供
等
之
料
、
前
代
所
被
加
附
也
、
都
合
七
拾
石
、
全
可
有
收
納
之
狀
如
件
、

　
　
　
　
　

延
寶
五
★

丁巳
★

年
十
二
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

綱
昌
︵
花
押
︶︶

46
︵

　
　
　
　
　
　

永
平
禪
寺

し
か
し
貞
享
三
年
︵
一
六
八
六
︶
福
井
藩
が
二
十
五
万
石
に
減
封
さ
れ
た
た
め
、
翌
四
年
七
月
に
、
つ
ぎ
の
福
井
藩
寄
附
状
に
あ
る
よ
う

五
十
石
に
減
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
﹁︵

懸
紙
︶

永
平
寺
﹂

　
　

覺
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高
五
拾
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
郡

★

市
野
々
村
内

右
之
通
就
御
寄
附
、
地
方
割
渡
候
間
、
當
卯
夏
成
ゟ
可
有
執
納
候
、
御
朱
印
者
、
重
而
可
被
遣
旨
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

貞
享
四
年
卯
七
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

根
來
半　
兵　
衞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷
儀
左
衞
門

︶
47
︵

　
　
　
　
　
　

永
平
寺

ま
た
明
治
初
年
の
﹁
旧
高
旧
領
取
調
帳　

中
部
編
﹂︶

48
︵

や
、
明
治
三
年
︵
一
八
七
〇
︶
七
月
、
除
地
の
租
税
に
よ
る
と
二
十
石︶

49
︵

と
あ
る
か
ら
、

い
ず
れ
か
の
時
代
に
三
十
石
が
削
減
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
支
配
者
の
交
替
な
ど
に
よ
り
、
寺
領
は
非
常
に
不
安
定
だ

っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
總
持
寺
は
、
支
配
者
の
前
田
家
が
揺
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
経
済
的
基
盤
が
安
定
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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︵
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新
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史
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。
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照
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新
修
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前
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史
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資
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編
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総
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一
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参
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資
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編
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︵
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一
七
三
下
参
照
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︵
16
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〃　
　
　
　
　
　

資
料
編
2
総
持
寺
二
〇
上
参
照
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︵
17
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　

二
一
上
参
照
。

︵
18
︶  

〃　
　
　
　
　
　

資
料
編
1
考
古
古
代
中
世
一
七
七
下
参
照
。

︵
19
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
九
下
参
照
。

︵
20
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
〇
上
参
照
。

︵
21
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
〇
上
参
照
。

︵
22
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
二
下
以
下
参
照
。

︵
23
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
四
下
参
照
。

︵
24
︶  

〃　
　
　
　
　
　

資
料
編
2
総
持
寺
三
七
下
参
照
。

︵
25
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　

二
九
下
参
照
。

︵
26
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　

1
考
古
古
代
中
世
一
八
九
上
下
参
照
。
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︵
27
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
三
下
以
下
参
照
。

︵
28
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
八
上
以
下
参
照
。

︵
29
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
四
上
下
参
照
。

︵
30
︶  
〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
七
下
以
下
参
照
。

︵
31
︶  
〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
四
上
以
下
参
照
。

︵
32
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
三
上
下
参
照
。

︵
33
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
上
以
下
参
照
。

︵
34
︶﹃
永
平
寺
史
﹄
四
七
七
以
下
参
照
。

︵
35
︶
同
右
四
九
一
以
下
参
照
。

︵
36
︶﹃
曹
洞
宗
古
文
書
﹄
六
一
〇
以
下
、﹃
永
平
寺
史
﹄
四
八
〇
参
照
。

︵
37
︶
同
右
六
一
六
参
照
。

︵
38
︶﹃
新
修
門
前
町
史
﹄
資
料
編
2
総
持
寺
九
六
上
下
参
照
。

︵
39
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　

一
〇
〇
下
参
照
。

︵
40
︶  

〃　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　

一
〇
〇
下
以
下
参
照
。

︵
41
︶﹃
永
平
寺
史
﹄
六
五
一
参
照
。

︵
42
︶
同
右
六
五
二
参
照
。

︵
43
︶
同
右
六
五
三
参
照
。

︵
44
︶﹃
曹
洞
宗
古
文
書
﹄
上
二
三
、﹃
永
平
寺
史
﹄
六
五
四
参
照
。

︵
45
︶
同
右
二
三
以
下
、﹃
永
平
寺
史
﹄
六
五
四
参
照
。
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︵
46
︶
同
右
二
四
、﹃
永
平
寺
史
﹄
六
五
四
以
下
参
照
。

︵
47
︶
同
右
二
四
以
下
、﹃
永
平
寺
史
﹄
六
五
五
参
照
。

︵
48
︶﹃
永
平
寺
史
﹄
六
五
五

︵
49
︶
熊
谷
忠
典
﹁
永
平
寺
年
表
﹂
二
三
四
参
照
。

︵
の
う
ど
み　

じ
ょ
う
て
ん
・
前
大
本
山
總
持
寺
宝
物
殿
館
長
︶


